
基本健康診査で基本チェックリストを実施していますが、特定高齢者
に該当する方はあまりいません。

基本健康診査で基本チェックリストを実施していますが、特定高齢者
に該当する方はあまりいません。

○基本健康診査に併せて実施する方法は、多く
の高齢者をスクリーニングする方法として効率
的ですが、受診者は自立した方が多いので、特
定高齢者に該当する割合は低い傾向にあります。

○特定高齢者である可能性の高い基本健康診査
未受診者等については、医療関係団体等の関係
団体や地域包括支援センター、保健師等と連携
することにより把握することが効率的かつ効果
的です。

○各市町村は、両者を組み合わせた把握事業を
行う必要があります。

特定高齢者の把握が進んでいる自治体はどのような取組をしている

のですか？

特定高齢者の把握が進んでいる自治体はどのような取組をしている

のですか？

○具体的には、次のような取組に積極的に取り
組んでいます。
・特定高齢者把握事業の担当窓口の設置、周知
・医療関係団体等の関係団体との連携
・地域包括支援センターとの連携
・保健師等の訪問活動との連携

※ 詳細は「介護予防事業の実施状況の調査結果と特
定高齢者把握のための効果的な取組の分析」を参照
して下さい。

○各市町村は、地域の実情を踏まえて関係団体
との連携等に取り組む必要があります。

効率的かつ効果的な特
定高齢者の把握は、
①「多くの方をチェッ

クできる基本健康診
査ルート」

②「特定高齢者の可能
性の高い関係機関等
ルート」

の組合せが重要です。

介護予防事業（地域支援事業）の効果的な取組に向けて
～成果を上げるための７つのポイント～

特定高齢者の把握が進
んでいる自治体は、関
係団体との連携等に積
極的に取り組んでいま
す。

① 基 本 健 康
診 査 ル ー ト

関 係 機 関
か ら の 連 絡

要 介 護 認 定
非 該 当

訪 問 活 動 等
実 態 把 握

本 人 ・家 族
か ら の 連 絡

基 本 健 康 診
査 （医 師 に
よ る 生 活 機
能 評 価 も 併
せ て 実 施 ）

特 定 高 齢 者 を 把 握 す る ル ー ト （ 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト ）

② 関 係 機 関 等 ル ー ト

基 本 健 康 診 査 未 受 診 者 に 対 し て 受 診 勧 奨

ポイント①

１．特定高齢者の把握について

ポイント②



特定高齢者の把握でその他に工夫することはありますか？特定高齢者の把握でその他に工夫することはありますか？

特定高齢者の把握担当
部局と要介護認定の担
当部局の連携が重要で
す。

具体的には各市町村が、
１）要支援認定の申請者に向けて、特定高齢者施

策の説明をするとともに、基本チェックリス
トの実施を促すなど、介護予防事業の周知を
行い、

２）認定審査会に対しても、特定高齢者施策を説
明し、要介護認定が非該当の者であっても、
必要な場合には特定高齢者として適切なサー
ビスが受けられることを周知していただくこ
とが重要です。

地域包括支援センターが行う特定高齢者把握事業は地域支援事業交付
金の対象となりますか？

地域包括支援センターが行う特定高齢者把握事業は地域支援事業交付
金の対象となりますか？

特定高齢者の把握事業
は地域支援事業交付金の
対象です。

○特定高齢者把握事業は地域包括支援センター
が受託できる事業であり、委託費は地域支援事
業交付金の対象です。（法施行規則第140条の50）

○新たに受託できることとなる介護予防事業の
普及啓発事業等をあわせて実施することにより、
一層効果的な把握事業の実施が可能となります。

地域包括支援センターが上記事業を受託した
場合の運営費は、包括的支援事業費＋把握事業
等＋介護報酬となります。

２．介護予防事業の実施について

特定高齢者が少なく介護予防事業の開催は難しい状況です。
特定高齢者の方から「友達と一緒に参加したい」という声を聞きま

すが、特定高齢者施策と一般高齢者施策を同じ会場でできますか？

特定高齢者が少なく介護予防事業の開催は難しい状況です。
特定高齢者の方から「友達と一緒に参加したい」という声を聞きま

すが、特定高齢者施策と一般高齢者施策を同じ会場でできますか？

特定高齢者施策と一般
高齢者施策は同じ会場で
実施できます。

○特定高齢者と一般高齢者が一緒に参加できる
ようにするなど、市町村の創意工夫が可能です。

○この場合でも、特定高齢者の方には、介護予
防ケアプランの作成、モニタリングの実施等は
必要です。

ポイント③

ポイント④

ポイント⑤



国の定める基本チェックリストの該当基準では特定高齢者が十分集
まらないので、市町村が独自に該当基準を定めて介護予防事業を実施
してもよいですか？

国の定める基本チェックリストの該当基準では特定高齢者が十分集
まらないので、市町村が独自に該当基準を定めて介護予防事業を実施
してもよいですか？

３．介護予防の効果について

介護予防の効果は、特定高齢者施策だけで考えるのですか？介護予防の効果は、特定高齢者施策だけで考えるのですか？

介護予防一般高齢者施策も
含めて介護予防の効果を考え
る必要があります。

○介護予防の効果は、介護予防特定高齢者
施策（ハイリスクアプローチ）と介護予防
一般高齢者施策（ポピュレーションアプ
ローチ）で効果を考えます。

○両施策を適切に組み合わせて効果的な介
護予防事業を展開することが重要です。

今後の国の取組について

○介護予防事業に積極的に取り組んでいる自治体の先
進的な取り組みや介護予防プログラムを情報提供して
いきます。

○特定高齢者の把握状況や関係者の御意見等を踏まえ、
特定高齢者（候補者）の該当基準、特定高齢者（決定
者）の決定基準について、要件の見直しを検討します。
（平成１９年４月施行予定）

ポイント⑦

一般高齢者施策は、市町村
独自の基準で介護予防事業の
対象者を決め、事業を実施す
ることは可能です。

ポイント⑥
○一般高齢者施策は、市町村独自の基準で
介護予防事業の対象者を決め、事業を実施
することは可能です。

○特定高齢者施策と適切に組み合わせて、
地域の実情に応じた効果的な介護予防事業
を展開することも可能です。


